
四万十町通信－平成22年12月号

年
金
の
請
求
を

　

 

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

1
．
年
金
の
加
入
期
間
が
25
年
未
満

の
方
へ

2
．
年
金
の
受
取
開
始
を
66
歳
以
降

に
繰
下
げ
て
い
る
方
へ

3
．
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
の
あ
る

65
歳
以
上
の
方
へ

4
．
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
あ
り
、

「
65
歳
に
な
っ
て
か
ら
年
金
を
受
け

取
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
る
方
へ

5
．
60
歳
以
上
で
、
会
社
に
お
勤
め

の
方
へ

〔
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

町
民
課　
　
　

☎
２
２-

３
１
１
７

大
正
総
合
支
所　

町
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　

☎
２
７-

０
１
１
２

十
和
総
合
支
所　

町
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　

☎
２
８-

５
１
１
２

年金
だより

ご寄付ありがとう
　　ございました

一
日
行
政
相
談
を

　
　
　
　

開
設
し
ま
す

◆
日
　
時

◆
場
　
所

◆
行
政
相
談
委
員

〔
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

総
務
課　
　
　
　

☎
２
２-

３
１
１
１

有効に使わせ
てもらいます

成
人
式
の
ご
案
内

◆
日
　
時

◆
場
　
所

◆
対
象
者

〔
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

生
涯
学
習
課　
　

☎
２
２-

３
５
７
６


